
 

 

文化財保護法の一部を改正する法律案 正誤表 

 

※太字下線は正誤箇所を表す。 

 

○ 要綱 
 

【７ページ】 

誤 

第四 施行期日等 
 一 施行期日 
      この法律は、公布の日から起算して三月を越えない範囲内において政令で定める

日から施行するものとすること。ただし、第三は、令和四年四月一日から施行するも
のとすること。                      （附則第一項関係） 

正 

第四 施行期日等 
 一 施行期日 
      この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行するものとすること。ただし、第三は、令和四年四月一日から施行するも
のとすること。                      （附則第一項関係） 

 


